
議案第３１号  

 
   農業委員会委員の任命について  

下記の者を、農業委員会委員に任命するものとする。  

 
  令和８年６月３日提出  

 
                 豊明市長  小 浮 正 典      

 
記  

住  所   豊明市三崎町三崎１０番地１５  
氏  名   近 藤  明  

生年月日   昭和３２年６月８日生  

 
   説 明  

この案を提出するのは、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定に基

づき、議会の同意を得るため必要があるからである。  

 



議案第３２号  

 
   農業委員会委員の任命について  

下記の者を、農業委員会委員に任命するものとする。  

 
  令和８年６月３日提出  

 
                 豊明市長  小 浮 正 典  

 
記  

住  所   豊明市阿野町出口４１番地  
氏  名   毛 受 淳 一  

生年月日   昭和３４年１０月１９日生  

 
   説 明  

この案を提出するのは、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定に基

づき、議会の同意を得るため必要があるからである。  

 



議案第３３号  

 
   農業委員会委員の任命について  

下記の者を、農業委員会委員に任命するものとする。  

 
  令和８年６月３日提出  

 
                 豊明市長  小 浮 正 典      

 
記  

住  所   豊明市新田町子持松９番地３  
氏  名   石 黒 秀 一  

生年月日   昭和２８年６月２３日生  

 
   説 明  

この案を提出するのは、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定に基

づき、議会の同意を得るため必要があるからである。  

 



議案第３４号  

 
   農業委員会委員の任命について  

下記の者を、農業委員会委員に任命するものとする。  

 
  令和８年６月３日提出  

 
                 豊明市長  小 浮 正 典      

 
記  

住  所   豊明市沓掛町川部１９番地  
氏  名   石 川 博 正  

生年月日   昭和２９年２月１９日生  

 
   説 明  

この案を提出するのは、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定に基

づき、議会の同意を得るため必要があるからである。  

 



議案第３５号  

 
   農業委員会委員の任命について  

下記の者を、農業委員会委員に任命するものとする。  

 
  令和８年６月３日提出  

 
                 豊明市長  小 浮 正 典      

 
記  

住  所   豊明市沓掛町泉１０２番地１  
氏  名   岡 本 金 久  

生年月日   昭和２８年１月１１日生  

 
   説 明  

この案を提出するのは、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定に基

づき、議会の同意を得るため必要があるからである。  

 



議案第３６号  

 
   農業委員会委員の任命について  

下記の者を、農業委員会委員に任命するものとする。  

 
  令和８年６月３日提出  

 
                 豊明市長  小 浮 正 典  

 
記  

住  所   豊明市栄町念仏塚１１番地  
氏  名   青 木 規 久 範  

生年月日   昭和３０年６月２６日生  

 
   説 明  

この案を提出するのは、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定に基

づき、議会の同意を得るため必要があるからである。  

 



議案第３７号  

 
   農業委員会委員の任命について  

下記の者を、農業委員会委員に任命するものとする。  

 
  令和８年６月３日提出  

 
                 豊明市長  小 浮 正 典      

 
記  

住  所   豊明市沓掛町定納畑６３番地  
氏  名   加 藤 雅 樹  

生年月日   昭和４２年１月２６日生  

 
   説 明  

この案を提出するのは、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定に基

づき、議会の同意を得るため必要があるからである。  

 



議案第３８号  

 
   農業委員会委員の任命について  

下記の者を、農業委員会委員に任命するものとする。  

 
  令和８年６月３日提出  

 
                 豊明市長  小 浮 正 典      

 
記  

住  所   豊明市大久伝町中４番地４  
氏  名   深 谷 貴 子  

生年月日   昭和５０年９月２５日生  

 
   説 明  

この案を提出するのは、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定に基

づき、議会の同意を得るため必要があるからである。  

 



議案第３９号  

 
   農業委員会委員の任命について  

下記の者を、農業委員会委員に任命するものとする。  

 
  令和８年６月３日提出  

 
                 豊明市長  小 浮 正 典      

 
記  

住  所   豊明市沓掛町徳田３９番地  
氏  名   石 川 和 孝  

生年月日   昭和２７年６月２５日生  

 
   説 明  

この案を提出するのは、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定に基

づき、議会の同意を得るため必要があるからである。  

 



議案第４０号  

 
   農業委員会委員の任命について  

下記の者を、農業委員会委員に任命するものとする。  

 
  令和８年６月３日提出  

 
                 豊明市長  小 浮 正 典      

 
記  

住  所   豊明市間米町八ツ屋６１９番地  
氏  名   安 江 真 理 子  

生年月日   昭和２９年６月２６日生  

 
   説 明  

この案を提出するのは、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定に基

づき、議会の同意を得るため必要があるからである。  

 



議案第４１号  

 
   農業委員会委員の任命について  

下記の者を、農業委員会委員に任命するものとする。  

 
  令和８年６月３日提出  

 
                 豊明市長  小 浮 正 典      

 
記  

住  所   豊明市沓掛町宿３３番地  
氏  名   蟹 井 伸 仁  

生年月日   昭和４８年７月１１日生  

 
   説 明  

この案を提出するのは、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定に基

づき、議会の同意を得るため必要があるからである。  



議案第４２号 

 

   工事請負契約の締結について 

 下記のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

 

  令和８年６月３日提出 

 

                豊明市長  小 浮 正 典      

 

記 
１ 工 事 名 外壁等改修工事  
２ 工 事 場 所 豊明市新栄町二丁目地内  

３ 工 事 の 概 要 栄小学校校舎棟２棟及び屋内運動場の外壁剥落防止、

外部建具改修等を行う。  
４ 請負契約金額 ５６１，０００，０００円  
５ 請 負 契 約 者 名古屋市北区大杉二丁目７番１５号  

大池建工株式会社  
代表取締役 中澤 浩一  

６ 契 約 の 方 法 制限付一般競争入札（事後審査型）  

 
   説 明 

 この案を提出するのは、栄小学校校舎棟２棟及び屋内運動場の外壁等改修施

工のため必要があるからである。  
 



議案第４３号  

 
   市道の路線廃止について  
 道路法第１０条第１項の規定に基づき、市道の路線を下記のとおり廃止する

ものとする。  

 
令和８年６月３日提出  

 
豊明市長  小 浮 正 典      

 

記  

路線番号  路線名  
起       点  
終       点  

摘 要  

１１６６  沓掛北６９号  
豊明市沓掛町坊主山１５２番地先  
豊明市沓掛町坊主山１４５番地先  

附図１  

 
 
   説 明  

 この案を提出するのは、主要地方道名古屋岡崎線の整備により市道を廃止す

る必要があるからである。  

   





議案第４４号  

 
   市道の路線認定について  
 道路法第８条第２項の規定に基づき、市道の路線を下記のとおり認定するも

のとする。  

 
令和８年６月３日提出  

 
豊明市長  小 浮 正 典      

 

記  

路線番号  路線名  
起       点  
終       点  

摘 要  

１６７８  沓掛北３０７号  
豊明市沓掛町勅使８番２７８地先  
豊明市沓掛町勅使８番２７９地先  

附図１  

１６７９  沓掛北３０８号  
豊明市沓掛町山田１７番１３地先  
豊明市沓掛町坊主山５４番地先  

附図１  

１６８０  沓掛北３０９号  
豊明市沓掛町山田１７番１地先  
豊明市沓掛町山田１７番３地先  

附図１  

１６８１  沓掛北３１０号  
豊明市沓掛町坊主山１５０番地先  
豊明市沓掛町坊主山２０５番地先  

附図１  

１６８２  沓掛北３１１号  
豊明市沓掛町坊主山８番２０地先  
豊明市沓掛町坊主山４９番１地先  

附図１  

１６８３  沓掛北３１２号  
豊明市沓掛町松本３６番１地先  
豊明市沓掛町坊主山１９９番地先  

附図２  

１６８４  沓掛北３１３号  
豊明市沓掛町坊主山３９番２４地先  
豊明市沓掛町坊主山１７６番２地先  

附図２  

１６８５  沓掛北３１４号  
豊明市沓掛町松本４２番６４地先  
豊明市沓掛町松本４２番１２地先  

附図２  

 



１６８６  沓掛北３１５号  
豊明市沓掛町薬師ケ根８４番１地先  
豊明市沓掛町荒神ケ根２１番１地先  

附図３  

１６８７  沓掛北３１６号  
豊明市沓掛町薬師ケ根１０５番１地先  
豊明市沓掛町荒神ケ根２０番１地先  

附図３  

１６８８  沓掛北３１７号  
豊明市沓掛町薬師ケ根２４番１地先  
豊明市沓掛町薬師ケ根１６番１地先  

附図３  

 
 
 
   説 明  

 この案を提出するのは、市道として管理するために、新たに市道認定する必

要があるからである。  

   









議案第４５号  
 
   豊明市職員の旅費に関する条例の一部改正について  
 豊明市職員の旅費に関する条例の全部を改正する条例を別添のように定める

ものとする。  
 
  令和８年６月３日提出  
 
                 豊明市長  小 浮 正 典      
 
   説 明  
 この案を提出するのは、国家公務員等の旅費支給規程の一部改正に伴い必要

があるからである。  
 
 



豊明市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 

 

 豊明市職員の旅費に関する条例（令和８年豊明市条例第５号）の一部を次の

ように改正する。 

第１３条中「市長等にあっては２７，０００円以内で市長が規則で定める額

とし、それ以外の職員にあっては１９，０００円以内で」を「国家公務員等の

旅費に関する法律施行令（令和６年政令第３０６号）に定める国家公務員の宿

泊費の額を勘案して市長等又は一般職の職員の区分に応じて」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 この条例による改正後の豊明市職員の旅費に関する条例（以下「新条

例」という。）の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）

以後に行われる新条例第４条第１項に規定する旅行命令等による旅行及び新

条例第３条第５項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、

施行日前に行われるこの条例による改正前の豊明市職員の旅費に関する条例

（以下「旧条例」という。）第４条第１項に規定する旅行命令等による旅行

及び旧条例第３条第５項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、

なお従前の例による。ただし、施行日前に発せられた旧条例第４条第１項に

規定する旅行命令等による旅行が、施行日以後に変更を生じる場合について

は、新条例の規定は、当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、

当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。 

 



議案第４６号 
 
   豊明市税条例の一部改正について 
 豊明市税条例の一部を改正する条例を別添のように定めるものとする。 
 

 令和８年６月３日提出 
 
                 豊明市長  小 浮 正 典  
 
   説 明 

この案を提出するのは、地方税法等の一部改正に伴い必要があるからである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



豊明市税条例の一部を改正する条例 

 

豊明市税条例（昭和４７年豊明市条例第４４号）の一部を次のように改正す

る。 

 第３３条の７第２項中「附則第５条の６第２項」を「附則第５条の６第３項

又は第４項」に改める。 

第３５条の２第１項ただし書中「及び第３５条の３の３第１項」を「並びに

第３５条の３の３第１項及び第２項第４号」に改める。 

 第３５条の３の２第１項第２号中「除き、」を「除く。次条第１項第２号に

おいて同じ。）（」に改め、「。次条第１項において同じ」を削り、同条第５

項中「次条第４項」を「次条第５項」に改める。 

 第３５条の３の３第１項を次のように改める。 

次に掲げる者（以下この条において「公的年金等受給者」という。）は、

公的年金等支払者（所得税法第２０３条の６第１項に規定する申告書の提出

の際に経由すべき同項に規定する公的年金等（以下この項において「公的年

金等」という。）の支払者をいう。以下この条において同じ。）から毎年最

初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところに

より、次項各号に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を

経由して、市長に提出しなければならない。 

（１） 所得税法第２０３条の６第１項の規定により同項に規定する申告書 

を提出しなければならない者 

（２） 法の施行地において公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の 

適用を受けるものを除く。）の支払を受ける第２５条第１項第１号に

掲げる者であって、特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得金額

が９００万円以下であるものに限る。）の自己と生計を一にする配偶

者（合計所得金額が９５万円以下であるものに限る。）をいう。次号

及び次項第３号において同じ。）（退職手当等（第５１条の２に規定

する退職手当等に限る。以下この号において同じ。）に係る所得を有

する者に限る。）又は扶養親族（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶

養親族であって退職手当等に係る所得を有する者に限る。）若しくは



特定親族（退職手当等に係る所得を有する者であって、合計所得金額

が８５万円以下であるものに限る。）を有する者 

（３） 法の施行地において公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の 

適用を受けるものに限る。）の支払を受ける第２５条第１項第１号に

掲げる者（当該年中に支払を受けるべき当該公的年金等の額がその年

最初に当該公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において令

第４８条の９の７の３に定める金額に満たない者を除く。）であって、

障害者、寡婦若しくはひとり親に該当する者又は特定配偶者若しくは

扶養親族（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶養親族に限る。）若し

くは特定親族（合計所得金額が８５万円以下であるものに限る。）を

有する者 

 第３５条の３の３第５項中「第３項」を「第４項」に改め、同項を同条第６

項とし、同条第４項中「第４８条の９の７の３」を「第４８条の９の８」に改

め、同項を同条第５項とし、同条第３項を同条第４項とし、同条第２項中「前

項」を「第１項」に、「法第３１７条の３の３第１項の規定による申告書に」

を「同条第１項の規定による申告書に」に、「法第３１７条の３の３第１項の

規定による申告書を提出する」を「同条第１項の規定による申告書を提出する」

に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。 

（１） 公的年金等支払者の名称 

（２） 公的年金等受給者が、法第３１４条の２第１項第６号に規定する特 

別障害者又はその他の障害者に該当する場合にはその旨及びその該当

する事実並びに寡婦又はひとり親に該当する場合にはその旨 

（３） 特定配偶者の氏名 

（４） 扶養親族又は特定親族の氏名 

（５） その他施行規則で定める事項 

 第４２条第１項第１号中「支給」を「支払」に改め、同条第２項ただし書中

「記録」を「記載」に改め、同条第５項中「同月３０日」の次に「）」を加え、

「認めた」を「認める」に改め、同条第６項中「徴収されたい旨の」の次に「当

該」を加える。 



 第４４条の４の見出し中「納税」を「納期」に改める。 

 第４６条第１２項中「第９項の申告」を「同項の申告」に改める。 

 第４９条第２項第２号を次のように改める。 

（２） 法人税額の課税標準の算定期間又は均等割額の算定期間、納期限及 

び税額 

 第５１条の８第１項第２号及び第２項中「前条」を「第５１条の７」に改め

る。 

 第５２条第３項中「いる者」の前に「登録されて」を加える。 

 第５３条の前の見出し中「固定資産」の次に「税」を加える。 

 第５７条の３第１項中「こと」を「ごと」に改める。 

 第５９条中「土地家屋及び」を「土地、家屋又は」に改め、「が土地」の次

に「又は家屋」を加え、「、家屋にあっては２００，０００円」を削り、「１，

５００，０００円」を「１，８００，０００円」に改める。 

 附則第５条第１項中「市民税の所得割（」を「所得割（」に改める。 

附則第６条中「から令和９年度まで」を「以後」に改める。 

 附則第７条第１項中「総所得金額のうち」を「総所得金額のうちに、」に改

める。 

 附則第７条の３第１項中「令和２０年度」を「令和２５年度」に、「令和７

年」を「令和１２年」に改める。 

 附則第７条の４中「附則第５条の６第２項」を「附則第５条の６第３項又は

第４項」に改める。 

 附則第９条の２中「附則第７条の２第４項」の次に「（法附則第７条の３第

３項又は第４項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）」を加える。 

 附則第１０条の２中第１１項から第１３項までを削り、第１４項を第１１項

とし、第１５項から第２０項までを３項ずつ繰り上げ、同条に次の１項を加え

る。 

１８ 法附則第１５条の１１第１項に規定する市の条例で定める割合は３分の

１とする。 

 附則第１３条の４第３項中「次の各号」を「次」に改める。 

 附則第１６条の３第３項第３号中「。」の前に「とする」を加える。 



 附則第１７条の２第２項中「附則第３４条の２第５項」を「附則第３４条の

２第６項」に、「附則第３４条の２第１０項」を「附則第３４条の２第１２項」

に改め、同条に次の１項を加える。 

４ 第１項（第２項において準用する場合を含む。）の場合において、所得割

の納税義務者が、租税特別措置法第３１条の２第２項第１３号から第１５号

までに掲げる土地等の譲渡に該当するものをしたときにおけるその譲渡をし

た土地等がその譲渡をした時において地すべり等防止法（昭和３３年法律第

３０号）第３条第１項の地すべり防止区域、急傾斜地の崩壊による災害の防

止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３条第１項の急傾斜地崩壊危

険区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

（平成１２年法律第５７号）第９条第１項の土砂災害特別警戒区域又は特定

都市河川浸水被害対策法（平成１５年法律第７７号）第５６条第１項の浸水

被害防止区域内にあるときは、当該土地等の譲渡は、第１項又は第２項に規

定する優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡

に該当しないものとみなす。 

    附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

（１） 第３５条の２第１項ただし書、第３５条の３の２及び第３５条の３

の３の改正規定並びに附則第６条及び附則第７条の３第１項の改正規

定並びに次条第１項及び第２項の規定 令和９年１月１日 

（２） 第５９条の改正規定及び附則第３条の規定 令和９年４月１日 

（３） 第３３条の７第２項の改正規定並びに附則第７条の４、附則第９条

の２及び附則第１７条の２の改正規定並びに次条第３項の規定 令和

１０年１月１日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の豊明市税条例（以下「新条例」という。）第

３５条の３の３第１項及び第２項の規定は、前条第１号に掲げる規定の施行

の日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する新条例第３５条の



３の３第１項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべ

き公的年金等について提出したこの条例による改正前の豊明市税条例第３５

条の３の３第１項の規定による申告書については、なお従前の例による。 

２ 新条例附則第７条の３第１項及び第２項の規定は、市民税の所得割納税義

務者が令和８年１月１日以後に所得税法等の一部を改正する法律（令和８年

法律第１２号。以下この項において「所得税法等改正法」という。）第７条

の規定による改正後の租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第４１条

第１項に規定する居住用家屋（同条第１６項の規定により同条第１項に規定

する居住用家屋とみなされる同条第１６項に規定する特例居住用家屋を含

む。）若しくは既存住宅（同条第１７項の規定により同条第１項に規定する

既存住宅とみなされる同条第１７項に規定する特例既存住宅及び同条第３５

項の規定により同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第３５項に

規定する要耐震改修住宅を含む。）若しくは増改築等をした家屋（同条第１

７項の規定により同条第１項に規定する増改築等をした家屋とみなされる同

条第１７項に規定する特例増改築等をした家屋を含み、当該増改築等又は当

該特例増改築等に係る部分に限る。）又は同条第６項に規定する認定住宅等

（同条第１８項の規定により同条第６項に規定する認定住宅等とみなされる

同条第１８項に規定する特例認定住宅等を含む。）を同条第１項の定めると

ころによりその者の居住の用に供する場合について適用し、市民税の所得割

の納税義務者が同日前に所得税法等改正法第７条の規定による改正前の租税

特別措置法第４１条第１項に規定する居住用家屋（同条第２０項の規定によ

り同条第１項に規定する居住用家屋とみなされる同条第２０項に規定する特

例居住用家屋を含む。）若しくは既存住宅（同条第３５項の規定により同条

第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第３５項に規定する要耐震改修

住宅を含む。）若しくは増改築等をした家屋（当該増改築等に係る部分に限

る。）又は同条第１０項に規定する認定住宅等（同条第２１項の規定により

同条第１０項に規定する認定住宅等とみなされる同条第２１項に規定する特

例認定住宅等を含む。）を同条第１項の定めるところによりその者の居住の

用に供した場合については、なお従前の例による。 

３ 新条例附則第１７条の２第４項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が



前条第３号に掲げる規定の施行の日以後に行う新条例附則第１７条の２第１

項の土地等の譲渡について適用する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 新条例第５９条の規定は、令和９年度以後の年度分の固定資産税につ

いて適用し、令和８年度分までの固定資産税については、なお従前の例によ

る。 



議案第４７号 
 
   豊明市都市計画税条例の一部改正について 
 豊明市都市計画税条例の一部を改正する条例を別添のように定めるものとす

る。 
 

 令和８年６月３日提出 
 
                 豊明市長  小 浮 正 典  
 
   説 明 

この案を提出するのは、地方税法等の一部改正に伴い必要があるからである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



豊明市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 

豊明市都市計画税条例（昭和４７年豊明市条例第４５号）の一部を次のよう

に改正する。 

 附則中第１９項を第２０項とし、第１８項を第１９項とし、第１７項を第１

８項とする。 

附則第１６項中「附則第６項及び第８項」を「附則第７項及び第９項」に、

「附則第６項及び第９項」を「附則第７項及び第１０項」に、「附則第７項、

第９項及び第１０項」を「附則第８項、第１０項及び第１１項」に、「附則第

９項から第１１項まで」を「附則第１０項から第１２項まで」に、「附則第１

１項」を「附則第１２項」に、「附則第１２項から第１４項まで」を「附則第

１３項から第１５項まで」に、「附則第１３項」を「附則第１４項」に改め、

同項を附則第１７項とし、附則第１１項から第１５項までを１項ずつ繰り下げ

る。 

 附則第１０項中「附則第６項」を「附則第７項」に改め、同項を附則第１１

項とする。 

 附則第９項中「附則第６項」を「附則第７項」に改め、同項を附則第１０項

とする。 

 附則第８項中「附則第６項」を「附則第７項」に改め、同項を附則第９項と

し、附則中第５項から第７項までを１項ずつ繰り下げ、第４項の次に次の１項

を加える。 

（法附則第１５条の１１第１項の条例で定める割合） 

５ 法附則第１５条の１１第１項に規定する市の条例で定める割合は３分の１

とする。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、令和８年４月１日から適用する。 

 

 



議案第４８号  
 

豊明市国民健康保険税条例の一部改正について  
豊明市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別添のように定めるもの

とする。  
 

令和８年６月３日提出  
 
                 豊明市長  小 浮 正 典  
 

説 明  
この案を提出するのは、地方税法等の一部改正に伴い必要があるからである。 



豊明市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

豊明市国民健康保険税条例（昭和４７年豊明市条例第４６号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条第２項ただし書中「６６万円」を「６７万円」に改め、同条第５項に

次のただし書を加える。 

ただし、加算後の額が３万円を超える場合においては、子ども・子育て支

援納付金課税額は、３万円とする。 

 第２７条第１項中「６６万円」を「６７万円」に改め、「キからケまでに掲

げる額を減額して得た額」の次に「（当該減額して得た額が３万円を超える場

合には、３万円）」を加え、同条第３項各号列記以外の部分中「所得割額、」

を「所得割額並びに」に改め、同項第１号中「第２４条の３０の５」を「第２

４条の３０の６」に改め、同条第４項中「第１項、第２項又は前項」を「前３

項」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行し、令和８年４月１日から適用する。 

 （経過措置） 

第２条 この条例による改正後の豊明市国民健康保険税条例の規定は、令和８

年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国

民健康保険税については、なお従前の例による。 

 

 



議案第４９号 

 

   豊明市児童発達支援センター条例の一部改正について 

 豊明市児童発達支援センター条例の一部を改正する条例を別添のように定め

るものとする。 

 

  令和８年６月３日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典      

 

   説 明 

 この案を提出するのは、令和９年度より児童福祉法に基づく児童発達支援セ

ンター事業を指定管理者に行わせるため、所要の改正を行う必要があるからで

ある。 



豊明市児童発達支援センター条例の一部を改正する条例 

 

豊明市児童発達支援センター条例（令和３年豊明市条例第２５号）の一部を

次のように改正する。 

第３条第１項中「第４３条第１号」を「第４３条」に、「福祉型児童発達支

援センター」を「児童発達支援センター」に改め、同項第２号中「法第６条の

２の２第６項」を「法第６条の２の２第５項」に改め、同項第３号中「法第６

条の２の２第７項」を「法第６条の２の２第６項」に改め、同項第４号中「第

５条第１８項」を「第５条第１９項」に改め、同項第５号中「第５条第１９項」

を「第５条第２０項」に改める。 

第７条を次のように改める。 

（使用料） 

第７条 第３条第１項第１号から第４号までのいずれかの事業を利用する児童

の保護者（以下「保護者」という。）は、次の各号に掲げる事業の区分に応

じ、当該各号に定める額の使用料を市長の指定する日までに納付しなければ

ならない。 

（１） 第３条第１項第１号及び第２号の事業 法第２１条の５の３第２項

第１号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額 

（２） 第３条第１項第３号の事業 法第２４条の２６第２項の内閣総理大

臣が定める基準により算定した費用の額 

（３） 第３条第１項第４号の事業 障害者総合支援法第５１条の１７第２

項の主務大臣が定める基準により算定した費用の額 

第１０条を第１４条とし、第９条の次に次の４条を加える。 

（指定管理者による管理） 

第１０条 市長は、センターの管理を地方自治法第２４４条の２第３項の規定

に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの（以下「指定管理

者」という。）に行わせることができる。 

２ 指定管理者の指定の手続等については、豊明市公の施設に係る指定管理者

の指定の手続等に関する条例（平成２４年豊明市条例第３０号）によるもの

とする。 



（指定管理者が行う業務の範囲） 

第１１条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。 

（１） センターの施設及び設備の維持、管理に関する業務 

（２） 第３条第１項各号に規定する事業の運営に関する業務 

（３） 前２号に掲げるもののほか市長が必要と認める業務 

（利用料） 

第１２条 第１０条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合

における利用料の額は、第７条に規定する使用料の額とする。 

２ 前項の場合において、保護者は、第７条の規定にかかわらず、前項に規定

する利用料を納付しなければならない。 

３ 第１項の利用料は、指定管理者の収入とする。 

（準用） 

第１３条 第５条及び第６条の規定は、施設の管理を指定管理者が行う場合に

ついて準用する。この場合において、「市長」とあるのは「指定管理者」と

読み替えるものとする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 



議案第５０号 

 

   豊明市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

 豊明市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を別添のように定

めるものとする。 

 

  令和８年６月３日提出 

 

     豊明市長  小 浮 正 典      

 

   説 明 

 この案を提出するのは、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政

令の一部改正に伴い必要があるからである。 

 

 

 

 



   豊明市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 

 豊明市消防団員等公務災害補償条例（昭和４７年豊明市条例第８４号）の一

部を次のように改正する。 

第１８条中「３１５，０００円」を「３３０，０００円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行し、令和８年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

第２条 改正後の豊明市消防団員等公務災害補償条例（以下「新条例」という。）

第１８条の規定は、令和８年４月１日以後に支給すべき事由の生じた豊明市

消防団員等公務災害補償条例第４条第７号に規定する葬祭補償について適用

し、同日前に支給すべき事由の生じた同号に規定する葬祭補償については、

なお従前の例による。 

第３条 令和８年４月１日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、

改正前の豊明市消防団員等公務災害補償条例第１８条の規定による金額によ

り支給されたものの支払は、新条例第１８条の規定による金額により支給さ

れるべき葬祭補償の内払とみなす。 



報告第６号 

 

   令和７年度豊明市土地開発公社決算並びに令和８年度豊明市土地開発公

社事業計画及び予算の報告について 

 地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、土地開発公社に係る経営状

況に関する事項について、別紙のとおり報告する。 

 

  令和８年６月３日提出 

 

                 豊明市長  小 浮 正 典      



令和７年度

収  支  決  算  書

豊明市土地開発公社

1

令和８年５月１４日　認定



２ 役員会に関する事項

(１)　理事会(令和７年５月１２日)

　議案第３号  令和６年度豊明市土地開発公社収支決算の認定について

　議案第４号  剰余金の処分について

(２)　理事会(令和８年３月６日)

　議案第１号  令和８年度豊明市土地開発公社事業計画について

　議案第２号  令和８年度豊明市土地開発公社収支予算について

(３）理事会（令和８年３月１７日付　書面会議）

　議案第３号  令和７年度豊明市土地開発公社収支補正予算について

事  業  報  告  書

  令和７年度の取得事業及び処分事業はありませんでした。

１ 総括事項
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収    入 （単位 : 円）

款 項 目 節 当      初 補      正 流  用  額 計

1.事業収益 0 0 0 0 0 0
1.公有地取得事業収益 0 0 0 0 0 0

1.公有用地売却収益 0 0 0 0 0 0
2.事業外収益 90,000 0 0 90,000 118,069 28,069

1.受取利息 89,000 0 0 89,000 118,069 29,069
1.受取利息 89,000 0 0 89,000 118,069 29,069

2.雑収益 1,000 0 0 1,000 0 △ 1,000
1.雑収益 1,000 0 0 1,000 0 △ 1,000

90,000 0 0 90,000 118,069 28,069

支    出 （単位 : 円）

款 項 目 節 当      初 補      正 流  用  額 計

1.事業原価 0 0 0 0 0 0
1.公有地取得事業原価 0 0 0 0 0 0

1.公有用地売却原価 0 0 0 0 0 0
2.販売費及び一般管理費 85,000 0 0 85,000 71,000 △ 14,000

1.販売費及び一般管理費 85,000 0 0 85,000 71,000 △ 14,000
1.人件費 0 0 0 0 0 0

1.報酬 0 0 0 0 0 0
2.経費 85,000 0 0 85,000 71,000 △ 14,000

1.旅費 1,000 0 0 1,000 0 △ 1,000
2.交際費 1,000 0 0 1,000 0 △ 1,000
3.需用費 10,000 0 0 10,000 0 △ 10,000
4.役務費 1,000 0 0 1,000 0 △ 1,000
5.負担金 1,000 0 0 1,000 0 △ 1,000
6.公租公課 71,000 0 0 71,000 71,000 0

3.予備費 5,000 0 0 5,000 0 △ 5,000
1.予備費 5,000 0 0 5,000 0 △ 5,000

1.予備費 5,000 0 0 5,000 0 △ 5,000
90,000 0 0 90,000 71,000 △ 19,000

令和７年度  豊明市土地開発公社  決算状況報告書

収益的収入及び支出の部

区                                    分
執   行   額

令和8年3月31日

予定額との比較
予        定        額

予定額との差額47,069円のうち、12,367円を資本的収支の支払利息が当初予算額を超過するため、当年度損益勘定留保資金として資本的収支の収入へ流用する。

予        定        額
予定額との比較

支      出      合      計

収      入      合      計

区                                    分
執   行   額
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　　　資本的収入及び支出の部

収    入 （単位 : 円）

1.資本的収入 145,000 0 0 145,000 0 145,000 145,000 0

1.借入金 145,000 0 0 145,000 0 145,000 145,000 0

1.借入金 145,000 0 0 145,000 0 145,000 145,000 0

0 0 12,367 12,367 0 12,367 12,367 0

145,000 0 12,367 157,367 0 157,367 157,367 0

支    出 （単位 : 円）

1.資本的支出 145,000 13,000 0 158,000 0 158,000 157,367 633

1.公有地取得事業費 145,000 13,000 0 158,000 0 158,000 157,367 633

1.用地費 0 0 0 0 0 0 0 0

2.補償費 0 0 0 0 0 0 0 0

3.委託料 0 0 0 0 0 0 0 0

4.工事費 0 0 0 0 0 0 0 0

5.支払利息 145,000 13,000 0 158,000 0 158,000 157,367 633

6.需用費 0 0 0 0 0 0 0 0

1.消耗品費 0 0 0 0 0 0 0 0

2.償還金 0 0 0 0 0 0 0 0

1.借入償還金 0 0 0 0 0 0 0 0

145,000 13,000 0 158,000 0 158,000 157,367 633

当 初 補 正 流 用 額

区                                    分

款 項 目 節 小 計 繰 越 額 合 計

支      出      合      計

予        定        額

予        定        額区                                    分

収      入      合      計

款 項 目 節 当 初 補 正

備 考

執 行 額 予定額との比較

執 行 額 予定額との比較

当年度損益勘定留保資金

貸付金利の上昇により支払利息が当初予算額を超過したため、収益的収支から当年度損益勘定留保資金として12,367円の流用を行った。

流 用 額
備 考

合 計小 計 繰 越 額
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（単位 : 円）

2 公有地取得事業費
3 償  還  金

資金執行計算書

受  入  資  金
1 事業収益
2 事業外収益

15,164,432
0

118,069

4 前年度未払金
差      引

　長期借入金を公有地取得事業費が超過する分は、当年度純利益から12,367円を当年度

損益勘定留保資金として流用し補償する。

145,000
14,901,363

228,367
71,000

3 長期借入金
4 前年度繰越金

支  払  資  金
1 販売費及び一般管理費

157,367
0
0

14,936,065
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1 事業収益

 (1) 公有用地売却収益 0
      事業収益合計 0

2 事業原価

 (1) 公有用地売却原価 0
      事業原価合計 0
      事業総利益 0

3 販売費及び一般管理費

 (1) 販売費及び一般管理費 71,000
      販売費及び一般管理費合計 71,000
      事業損失 71,000

4 事業外収益

 (1) 受取利息 118,069
 (2) 雑収益 0
      事業外収益合計 118,069

小計 47,069

5 当年度損益勘定留保資金

 (1) 当年度損益勘定留保資金 △ 12,367

当期純利益 34,702

損 益 計 算 書
(令和７年４月１日～令和８年３月３１日)

（単位 : 円）
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資 産 の 部

区    分 明            細
預    金 普通預金及び定期預金 14,936,065
基　金 定    期    預    金 10,000,000
土    地 公    有    用    地 20,041,938

44,978,003

負 債 の 部

区    分 借   入   先   等
長期借入金 愛 知 信 用 金 庫 豊明 支店 20,029,571

20,029,571

合           計

財  産  目  録

令和8年3月31日

金            額
（単位 : 円）

金            額

令和8年3月31日

（単位 : 円）

合           計

7



（単位 : 円）

1 公有用地取得事業費

 (1) 用 地 費 0
 (2) 補 償 費 0
 (3) 委 託 料 0
 (4) 工 事 費 0
 (5) 支払利息 157,367
 (6) 需 用 費 0

当年度取得事業原価 157,367
前年度末未処分用地 19,884,571
当年度用地売却原価 0
当年度末未処分用地 20,041,938

事  業  原  価  計  算  書
（令和７年４月１日～令和８年３月３１日)
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（単位 : 円）
資  産  の  部

1 流動資産
 (1) 現金及び預金 14,936,065
 (2) 公有用地 20,041,938 （※1）

      流動資産合計 34,978,003
2 固定資産
 (1) 投資その他の資産 10,000,000
      固定資産合計 10,000,000
    資  産  合  計 44,978,003

負  債  の  部
1 固定負債
 (1) 長期借入金 20,029,571
      固定負債合計 20,029,571
    負  債  合  計 20,029,571

資  本  の  部
1 資本金
 (1) 基本財産 10,000,000
      資本金合計 10,000,000
2 準備金
 (1) 前期繰越準備金 14,901,363
 (2) 当期純利益 34,702
3 当年度損益勘定
  留保資金

(1) 当年度損益勘定
　　留保資金

12,367
      準備金合計 14,948,432
    資  本  合  計 24,948,432

44,978,003

※１　個別法による原価法に依っております。

    負 債・資 本 合 計

貸  借  対  照  表
（令和８年３月３１日現在）
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Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー

　公有地取得事業収入 0
　公有地取得事業支出 △ 157,367
　人件費支出 0
　その他の業務支出 △ 71,000
　   小計 △ 228,367

　利息の受取額 118,069
　事業活動によるキャッシュ・フロー △ 110,298

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

0
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　長期借入れによる収入 157,367
　長期借入金の返済による支出 0

　財務活動によるキャッシュ・フロー 157,367

Ⅳ 現金及び現金同等物増加額 34,702
Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高 4,901,363
Ⅵ 現金及び現金同等物期末残高 4,936,065 （※1）

※1　現金及び現金同等物期末残高に、１年間の定期預金を含めておりません。

キャッシュ・フロー計算書

(令和７年４月１日～令和８年３月３１日)

（単位 : 円）
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令 和 ７ 年 度 決 算 付 属 明 細 書

豊 明 市 土 地 開 発 公 社
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（単位：円）

科　目 種　類 金　　額

当　座 0

普　通 4,936,065 市内金融機関 4,936,065

定　期 10,000,000 市内金融機関 10,000,000

定　期
（資本金）

10,000,000 市内金融機関 10,000,000

国　債 0

地方債 0

その他 0

計 24,936,065

現金及び預金明細表

摘　　要

現　金 ― 0

預　金

満期保有目
的以外で保
有する有価
証券
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令和７年度   公 有 用 地 明 細 表 （令和７年４月１日～令和８年３月３１日）

（単位：円、㎡）

面積 金額 面積 用地費 補償費 工事費
測量

試験費
諸経費 支払利息 計 面積 金額 面積 金額

大根若王子線用地
（間米町鶴根地内）

174.00 19,884,571 0.00 0 0 0 0 0 157,367 157,367 0.00 0 174.00 20,041,938

合 計 174.00 19,884,571 0.00 0 0 0 0 0 157,367 157,367 0.00 0 174.00 20,041,938

当期減少高 期 末 残 高

摘　要

期 首 残 高

資産区分

当　期　増　加　高
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区 分 借 入 先 利率 ％ 借入年月日
借 入
方 法

期 首 残 高 当 期 増 加 高 当 期 減 少 高 期 末 残 高
(うち１年内返済予定額)

備 考

合      計 145,000 019,884,571

（単位：円）

長 期 借 入 金 明 細 表

19,884,571 145,000 0大根若王子線用地
（間米町鶴根地内）

愛知信金 0.975 20,029,571R06.01.15 手 形

20,029,571
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（単位 ： 円）

金 額 摘 要

公有地取得事業収益 0

0

（単位 ： 円）

金 額 摘 要

公有地取得事業原価 0

0

（単位 ： 円）

区 分 出 資 金 摘 要

基 本 財 産 10,000,000

合 計 10,000,000

科 目

公 有 用 地 売 却 原 価

合 計

資 本 金 明 細 表

出 資 団 体 名

豊 明 市

事 業 収 益 明 細 表

科 目

公 有 用 地 売 却 収 益

合 計

事 業 原 価 明 細 表
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翌 年 度 繰 越 剰 余 金

剰 余 金 処 分 計 算 書

（単位  円）

1 前年度繰越剰余金

2 当 年 度 剰 余 金

14,901,363

34,702

14,936,065
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豊明市土地開発公社

令和８年度

事業計画及び収支予算書

18

令和８年３月１７日　議決



事  業  名 取  得  面  積

令和８年度豊明市土地開発公社事業計画

処  分  面  積

㎡㎡
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0

（収益的収入及び支出の予定）

令和８年度豊明市土地開発公社予算

（総則）

第１条  令和８年度豊明市土地開発公社の収支予算は、以下に定めるとこ

0

0

  第１項

収入合計 90

支    出

販売費及び一般管理費

  販売費及び一般管理費

（単位  千円）

1  第２項   雑収益

第１款

      ろによる。

  受取利息

0

90

収    入

第２条  収益的収入及び支出の予定額を次のとおり定める。

事業外収益

事業収益

事業原価

  公有地取得事業原価

第１款

  第１項

  予備費

89  第１項

  公有地取得事業収益

85

85

5

5

支出合計

  第１項

第２款

90

第２款

（単位  千円）

第３款 予備費

  第１項
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  第１項   借入金 211

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足した場合、当年度

211

（単位  千円）

（資本的収入及び支出の予定）

第３条  資本的収入及び支出の予定額を次のとおり定める。

収    入

第１款 資本的収入

目       的 事業資金にあてるため

収入合計 211

分損益勘定留保資金で補填するものとする。）

  第１項   公有地取得事業費

支    出 （単位  千円）

第１款

211

資本的支出 211

  第２項   償還金

（借入金）

借 入 方 法

支出合計 211

0

第４条  資金の借入方法及び借入限度額並びに償還方法を次のとおり定める。

利       率

償 還 方 法

2,000,000千円以内

市中金融機関    手形借入

年利4.0％以内

土地売却代金を収納した都度償還するものとする。

限  度  額
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収    入

款 項 目 節 金  額

１事業収益 0
１公有地取得事業収益 0

１公有用地売却収益 0

２事業外収益 90

１受取利息 89

１受取利息 89

２雑収益 1

１雑収益 1

90

支    出

款 項 目 節 金  額

１事業原価 0
１公有地取得事業原価 0

１公有用地売却原価 0
２販売費及び一般管理費 85

１販売費及び一般管理費 85

１人件費 0

１報酬 0

２経費 85

１旅費 1

２交際費 1

３需用費 10

４役務費 1

５負担金 1

６公租公課 71

３予備費 5

１予備費 5

１予備費 5

90

Ⅰ  令和８年度豊明市土地開発公社予算執行計画

収益的収入及び支出

（単位  千円）

収  入  合  計

（単位  千円）

支  出  合  計
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収    入

款 項 目 節 金  額

１資本的収入 211

１借入金 211

１借入金 211

211

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足した場合、当年度

支    出

款 項 目 節 金  額

１資本的支出 211
１公有地取得事業費 211

１用地費 0

２補償費 0

３委託料 0

４工事費 0

５支払利息 211

６需用費 0

１消耗品費 0

２償還金 0

１借入償還金 0

211

（単位  千円）

支  出  合  計

収  入  合  計

分損益勘定留保資金で補填するものとする。）

資本的収入及び支出

（単位  千円）
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区    分 前年度決算見込額 当年度予算額 増減（△）

受入資金 15,165 15,237 72

(1)事業収益 0 0 0

(2)事業外収益 118 90 △ 28

(3)長期借入金 145 211 66

(4)前年度繰越金 14,902 14,936 34

支払資金 229 296 67

(1)販売費及び一般管理費 71 85 14

(2)公有地取得事業費 158 211 53

(3)償還金 0 0 0

(4)前年度未払金 0 0 0

14,936 14,941 5

Ⅱ  資 金 計 画 書

（単位  千円）
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Ⅲ  予 定 損 益 計 算 書

（単位  千円）

１事業収益

（１）公有用地売却収益 0

      事業収益合計 0

２事業原価

（１）公有用地売却原価 0

      事業原価合計 0

      事業総利益 0

３販売費及び一般管理費

（１）販売費及び一般管理費 85

      販売費及び一般管理費合計 85

      事業損失 85

４事業外収益

（１）受取利息 89

（２）雑収益 1

      事業外収益合計 90

    当年度純利益 5

（令和８年４月１日～令和９年３月３１日）

25



Ⅳ  予 定 事 業 原 価 計 算 書

（単位  千円）

１公有用地取得事業費

（１）用地費 0

（２）補償費 0

（３）委託料 0

（４）工事費 0

（５）支払利息 211

（６）需用費 0

    当年度取得事業原価 211

    前年度末未処分用地 20,030

    当年度用地売却原価 0

    当年度末未処分用地 20,241

（令和８年４月１日～令和９年３月３１日）
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Ⅴ  予 定 貸 借 対 照 表

（単位  千円）

資 産 の 部

１流動資産

（１）現金及び預金 14,941

（２）公有用地 20,241

      流動資産合計 35,182

２固定資産

（１）投資その他の資産 10,000

      固定資産合計 10,000

      資 産 合 計 45,182

負 債 の 部

１固定負債

（１）長期借入金 20,241

      負 債 合 計 20,241

資 本 の 部

１資本金

（１）基本財産 10,000

      資本金合計 10,000

２準備金

（１）前期繰越準備金 14,936

（２）当期純利益 5

      準備金合計 14,941

      資 本 合 計 24,941

   負 債 ・ 資 本 合 計 45,182

（令和９年３月３１日現在）
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参考資料

取  得
（単位  ㎡）

事 業 名 所  在 面  積 備  考

0.00

処  分
（単位  ㎡）

事 業 名 所  在 面  積 備  考

0.00

合    計

令和８年度豊明市土地開発公社事業計画

合    計
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報告第７号  

 
   令和７年度豊明市一般会計予算の繰越明許費に係る繰越報告について  
 繰越明許費に係る歳出予算の経費を別紙のように翌年度に繰越したので、地

方自治法施行令第１４６条第２項の規定により議会に報告する。  

  
    令和８年６月３日提出  

 

                                  豊明市長    小 浮 正 典 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



国県支出金 その他
円 円 円 円 円 円

２ 総務費 １ 総務管理費 公共施設管理事業 291,953,000 271,953,000 38,000,000 0 211,800,000 22,153,000

２ 総務費 １ 総務管理費 電算管理事業 449,390,000 0 0 0 0 0

２ 総務費 ３ 戸籍住民基本台帳費 住民記録電算処理事業 5,423,000 5,423,000 0 5,423,000 0 0

３ 民生費 ２ 児童福祉費 児童福祉事務事業 20,160,000 2,229,000 0 2,229,000 0 0

７ 商工費 １ 商工費 商工業振興補助事業 371,946,000 371,434,000 0 0 0 371,434,000

８ 土木費 ３ 河川費 河川改修事業 700,671,000 521,613,000 17,000,000 195,000,000 207,600,000 102,013,000

８ 土木費 ４ 都市計画費 都市計画事務事業 3,000,000 2,354,000 0 0 0 2,354,000

10 教育費 １ 教育総務費 教育振興補助事業 27,500,000 27,500,000 0 0 0 27,500,000

1,870,043,000 1,202,506,000 55,000,000 202,652,000 419,400,000 525,454,000合　　　　　　　計

令和７年度豊明市一般会計繰越明許費繰越計算書

款 項 事業名 金額 翌年度繰越額

左 の 財 源 内 訳

既 収 入
特定財源

未収入特定財源
一般財源



 

 

報告第８号  

 
令和７年度豊明市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について  

地方公営企業法第２６条第３項の規定により、令和７年度豊明市下水道事業

会計予算繰越計算書を別紙のとおり報告する。  

 
  令和８年６月３日提出  

 
                 豊明市長  小 浮 正 典      

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



国庫補助金 企業債
当年度損益勘
定留保資金等

円 円 円 円 円 円 円 円

１
資本的支出

１
建設改良費

官民連携等基盤
強化推進事業

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0

国庫補助事業の交付
決定が年度末に行わ
れ、当該年度内に完了
することができないた
め。

地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

款

令和７年度　豊明市下水道事業会計予算繰越計算書　

左の財源内訳

不用額

翌年度繰越額に
係る繰越を要す
るたな卸資産の
購入限度額

説明項 事業名 予算計上額
支払義務
発生額

翌年度
繰越額



報告第９号 

 

   豊明市国民保護計画の変更の報告について 

 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第３５条第８

項にて準用される同条第６項の規定に基づき、豊明市国民保護計画の変更につ

いて、別添のとおり報告する。 

 

  令和８年６月３日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典      

 



 

議案第５１号 

 
令和８年度豊明市一般会計補正予算（第３号） 

 

 令和８年度豊明市の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４３，９４８千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２７，９５６，２８０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の 

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

 

令和８年６月３日提出  

 

                                  豊明市長    小 浮 正 典 
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令 和 ８ 年 度

豊 明 市 一 般 会 計 補 正 予 算 書 （ 第 ３ 号 ）

2



第　 入

 4 国庫交

　

付金
26

歳

3,470 13,71

　

3 277,183

出

15 県支

　

出金
2,

予

639,294 5,5

　

55 2,644,84

算

9

 2

　

県補助金

１ 補

1,014,358 5

　

,485 1,019,

正

843

 3 委託金
189,207 70 189,277

18 繰入金
1,794,858 24,680 1,819,538

　

 1 基金繰入金

歳

1,755,176 2

　

4,680 1,779

入

,856

単位 : 

表

千円

款 項 補正前

歳　　　　入

の

　　　　合　　　　計

額

27,912,332

補

43,948 27,9

　

　

56,280

正

歳　出 単

　

位 : 千円

款 項 補正額 前の額 補　正　額 計計

 2 総務費
4,550,741 5,281 4,556,022

 1 総務管理費
3

　

,890,352 5,

1

281 3,895,6

4

33

国

 4 衛生費

庫

2,138,518

支

38,597 2,17

出

7,115

金

 1 保健衛生費
959,314 38,597 99

　

7,911

10 教育費
2,960,961 70 2,961

4

,031

,

 1 教育総務費

4

1,106,

5

677 70 1,106

4

,747

,

歳

435 13,713 4

　

,4

歳　　　

6

　出　　　　合　　　

8

　計 27,912,3

,

32 43,948 27

1

,956,280

48

3



第２表　債務負担行為補正

追 加 単位：千円

事　　　　　　　　項 期　　間 限 度 額

マイナンバー系端末更新事業 令和９年度から令和１３年度まで 153,250

4



歳　 算

3.衛生費

　

国庫交付金 27,91

補

0 13,713 41,

　

623 1.環境衛生費

正

交付金 13,713 循

　

環型社会形成推進交付

事

金（１／３・１／２ 1

　

3,713 増

項

）

　入 別

計 2

　

63,470 13,7

明

13 277,183

　細

15 款 県支出

　

金

2 項 県補助金 単位：

書

千円

節
目 補正前の額 補

歳

　正　額 計 説　　　　

　

　　　明
区　　　分 金

入

　　額

　

3.衛生費県補助金 19,090 5,485 24,575 1.環境衛生費補助金 5,485 合併処理浄化槽設置費補助金（１／５） 5,485 増

計 1,014,358 5

歳

,485 1,019,843

15 款 県支出金

3 項 委託金 単位：千円

節
目 補正前

1

の額 補　正　額 計 説　

4

　　　　　　明
区　　

款

　分 金　　額

国

6.教育費

庫

委託金 23,051 7

　

支

0 23,121 1.教

出

育振興費委託金 70 キ

金

ャリアスクールプロジ

4

ェクト事業委託金 70

項

増

国庫

計 189,20

交

7 70 189,277

付金

出

単位：千円

節
目 補正前

　

の額 補　正　額 計 説　

予

　　　　　　明
区　　

　

　分 金　　額

5



,869 1.財政調整基金繰入金 24,680 財政調整基金繰入金 24,680 増

1

計

8

1,755,176 2

款

4,680 1,779

繰

,856

入金

1 項 基金繰入金 単位：千円

節
目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　明

区　　　分 金　　額

1.財政調整基金繰入金 790,189 24,680 814

6



歳　

　

911

額
国県支出金 地方債 その他 財　源

4,7862 地域創生事 4,7868.企画費 117,545 4,786 122,331 11. 役務費 210
務事業手数料

出

120 手数料 120

保険料 90 保険料 90 増

17. 備品購入費 4,561 乗合自動車購入費 4,5

2

61

款

自動車

総

重量税 15

務費

26. 公課費 15

1 項 総務

4,7864,78

管

6

理

計

費 単

4951

位

電算管理事 495

：千

12.電算管理

円

費 247,331 49

節

5 247,826 13

事

. 使用料及び賃借 49

　

5
業

業

料

金

ＡＳＰ等使用料 495

　

増

額

49

補

5495

 

計

正 

5,2

額

815,281

 の

計 3,890

 

,352 5,281 3

財

,895,633

 源 内 

4 款 衛生費

1 項 保健衛

訳

生費 単位：千円

節
事　

説

業 金　額
補 正 額 

　

の 財 源 内 訳
説

　

　　　明補正前
目 補正

　

額 計
区　分 金　額

特　

明

　定　　財　　源 一　

補

般
の　額

国県支出金 地

正

方債 その他 財　源
19

前

,198 19,399

目

1 環境衛生事 38

補

,597

正

4

額

.環境衛生費 105,

計

336 38,597 1

区

43,933 18. 負

　

担金、補助及 38,5

分

97
業

金　

び交付金 合併処理浄化

額

槽設置費補 38,59

特

7 増

　

助金

　定

19,1

　

98 19,39938

　

,597

財

計

　　

19,

源

198 19,399

一

38,597

　般

計 959,314

の

38,597 997,

7



国県支出金 地方債 その他 財　源
701 教育振興事 703.教育振興費 923,576 70 923,646 12. 委託料 70

業 キャリアスクールプロジ 70 増

ェクト事業委託料

7070

10

計

款 教

7070

育費

計 1,106,6

1

77 70 1,106,

項

747

教育総務費 単位：千円

節
事　業 金　額

補 正 額 の 財 源 内 訳
説　　　明補正前

目 補正額 計
区　分 金　額

特　　定　　財　　源 一　般
の　額
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   豊明市国民保護計画の変更について 

 

 豊明市国民保護計画（平成１９年３月作成）の一部を次のとおり変更する。 

１ 第１編 総論 第４章 市の地理的、社会的特徴 ３ 人口分布中「６７，

９２２人（令和６年４月１日現在）」を「６７，７６８人（令和７年４月１日

現在）」に改める。 

２ 第１編 総論 第４章 市の地理的、社会的特徴 ３ 人口分布の区別人

口及び世帯数の表を次のとおり改める。 

 
区別人口及び世帯数 

基準日：令和7年4月1日 

区  名 男 女 計 世 帯 数 

東 沓 掛 区 1,289 1,251 2,540 1,012 

西 沓 掛 区 1,689 1,735 3,424 1,512 

勅 使 台 区 771 824 1,595 617 

西 川 区 1,599 1,436 3,035 1,387 

三 崎 区 1,829 1,723 3,552 1,699 

ゆ た か 台 区 670 723 1,393 624 

吉 池 区 2,155 2,018 4,173 1,838 

大 久 伝 区 1,322 1,180 2,502 1,193 

中 島 区 1,275 1,231 2,506 1,105 

阿 野 区 2,175 1,964 4,139 2,010 

大 脇 区 1,428 1,451 2,879 1,237 

大 根 区 856 890 1,746 831 

桜 ヶ 丘 区 1,631 1,686 3,317 1,570 

坂 部 区 1,019 1,033 2,052 1,026 

前 後 区 1,748 1,706 3,454 1,723 

落 合 区 2,172 2,177 4,349 1,854 

桶 狭 間 区 1,161 1,144 2,305 1,120 

舘 区 2,782 2,650 5,432 2,460 

西 区 1,104 1,191 2,295 1,016 

間 米 区 997 950 1,947 857 

二 村 台 1 区 577 579 1,156 529 

二 村 台 2 区 488 483 971 467 

二 村 台 3 区 845 704 1,549 897 

二 村 台 4 区 415 415 830 386 

二 村 台 5 区 806 754 1,560 925 



二 村 台 6 区 678 548 1,226 734 

二 村 台 7 区 934 907 1,841 828 

総 合 計 34,415 33,353 67,768 31,457 

※ 市内全域65歳以上 17,779人  総人口の26.2％ 

３ 第２編 平素からの備えや予防 第１章 組織・体制の整備等 第１ 市

における組織・体制の整備 １ 各部・課における平素の業務の、各部・課

における平素の業務の表教育部の項中「新給食センター準備室」を「学校給

食センター」に改める。 

 


